
公表制度に該当する違反対象物は、無届けの増築などやテナントが入れ替わる使用形態の変更による

ものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に予防課（0978-27-8222）

までご相談ください。 
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令和元年 1１月５日発行 

宇佐市消防本部 

宇佐市大字石田 176番地 

TEL 32-0119 FAX 33-0621 

救急講習を受講してみませんか？ 

もし、あなたの大切な家族や友人が目の前で倒れたら…。 

いざという時、適切な応急手当ができるよう普通救命講習を受講しましょう。講習終了後には講

習修了証を交付しますので友人などを誘って気軽に参加してください。 

また、救命技能の維持向上のため 2年から 3年間隔での再受講をお勧めします。 

講習日時  令和元年 12 月 1日（日） 午前 9時から 12時まで 

      令和２年 3月 1 日（日） 午前 9時から 12 時まで 

場所    宇佐消防署 ２階会議室 

定員対象者 30人程度（中学生以上とします） 

講習内容  普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生法・AED 使用方法・止血法・窒息時の対応など） 

受講料は無料です。申し込みは受講日前日までに下記方法により行ってください。 

電話による申し込み  0978-32-0119（内線 63）まで 

FAXによる申し込み  申込書に必要事項を記入の上、0978-33-0621 まで 

メールによる申し込み 申込書に必要事項を記入の上、5kyuukyuu04@city.usa.oita.jp まで 

申込書は宇佐市ホームページ（www.city.usa.oita.jp）からダウンロード可能です。 

災害出動件数    火災件数 １８ 件  救急件数 ２２２９ 件 

違反対象物公表制度が始まりました 

この制度は、重大な消防法令違反のある建物を利用する者に防火安全に対する認識を高め

ていただくとともに建物の関係者へ早期の改修を促すため、宇佐市ホームページで建物の

名称などを公表するものです。 

対象   屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備のいずれかの設備

が未設置である店舗や施設など 

公表内容 建物の名称・所在地・違反の内容・その他消防長が必要と認める事項 

訓練風景 

 

 

  

様々な災害に対応できるように 

日々訓練を行っています 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋季全国火災予防運動を実施します 

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災の発生を防止し高齢者等を中心とする死者の発生を減 

少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として実施されます。 

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント ～３つの習慣・４つの対策～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度全国統一防火標語 

３つの習慣 

寝たばこは、絶対やめる。 

ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

４つの対策 

逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使

用する。 

火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 

お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制

をつくる。 

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれ

のある行為の届出について 

火災とまぎらわしい煙や火炎を発生するおそれがある場合

は、あらかじめ消防長へ届け出しなければなりません。（宇

佐市火災予防条例第４５条） 

野外焼却（野焼き）は法律で禁止されています 

野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物（ごみ）を燃やすことを言い

ます。野焼きには、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶や

ブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉で

の焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼

きに該当し、法律に違反するものと考えられます。 

野外等で廃棄物（ごみ）を燃やす、いわゆる「野焼き」については、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律第１６条の２において禁止されていま

す。違反すると、５年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金また

はその両方が科せられます。なお、法人の場合は３億円以下の罰金が科

せられます。 

住宅用火災警報器の点検を！ 

平成１８年から設置が義務化された住

宅用火災警報器については、製造から１

０年を経過しており電池切れが起こり

始める時期となります。電池切れの確認

方法についてはボタンを押したり、ひも

を引っ張ったりするものがあります。ま

た、ほこりをかぶったりして 

いると感度が下がっ 

てしまう場合があり 

ますのでメンテナン 

スも含めて月に１回 

程度の点検をお願い 

します。 

新職員紹介 

 

 

  

塩﨑 拓夢（しおさき たくむ） 

育ててくれた宇佐市に貢献で

きるように、一生懸命頑張っ

ていきたいと思います。 

濵小路 輝（はましょうじ ひかる） 

消防士として自覚し、少しで

も早く宇佐市に貢献できる

ように精一杯頑張ります。 

赤松 春輝（あかまつ はるき） 

宇佐市に少しでも貢献でき

るように経験を積み、一人前

の消防士となれるように頑

張ります！ 


